
 

 

 

八尾市下水道条例の一部改正 

新旧対照表 

 

現   行 改 正 案 

第１条～第６条 略 

 （指定業者） 

第７条 排水設備等（除害施設を除く。以下この条

から第８条の11まで及び第24条第３号において同

じ。）の新設等の工事（規則で定める軽微な工事

を除く。以下同じ。）は、市長の指定を受けた者

（以下「指定業者」という。）でなければ、行つ

てはならない。 

 

 

 

 

 

２ 前項の指定の有効期間は、指定業者としての指

定を受けた日から５年以内で規則で定める期間と

する。 

３ 前項の有効期間の満了に際し、引き続き第１項

の指定を受けようとするときは、規則で定めると

ころにより指定の更新を受けなければならない。 

 

 （指定の申請） 

第８条 前条第１項の指定は、排水設備等の新設等

の工事の事業を行う者の申請により行う。 

２ 略 

 （指定の基準） 

第８条の２ 市長は、前条の規定により申請をした

者が次の各号のいずれにも適合していると認める

ときは、第７条第１項の指定を行う。 

 ⑴～⑷ 略 

２ 略 

第８条の３～第８条の７ 略 

 （指定証） 

第８条の８ 市長は、第７条第１項の指定をした者

に対し、規則で定める指定証（以下「指定証」と

いう。）を交付する。 

２ 略 

第８条の９・第８条の10 略 

 （指定の取消し又は停止） 

第８条の11 市長は、指定業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第７条第１項の指定を取り

消し、又は６月を超えない範囲内においてその指

定の効力を停止することができる。 

 ⑴～⑸ 略 

第１条～第６条 略 

 （指定業者） 

第７条 排水設備等（除害施設を除く。以下この条

から第８条の11まで及び第24条第３号において同

じ。）の新設等の工事（規則で定める軽微な工事

を除く。以下同じ。）は、市長の指定を受けた者

（以下「指定業者」という。）でなければ、行つ

てはならない。ただし、災害その他非常の場合に

おいて、市長が他の市町村長（地方公営企業法

（昭和27年法律第292号）第７条の規定により置

かれた下水道事業の管理者を含む。）の指定を受

けた者に工事を行わせる必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

２ 前項本文の指定の有効期間は、指定業者として

の指定を受けた日から５年以内で規則で定める期

間とする。 

３ 前項の有効期間の満了に際し、引き続き第１項

本文の指定を受けようとするときは、規則で定め

るところにより指定の更新を受けなければならな

い。 

 （指定の申請） 

第８条 前条第１項本文の指定は、排水設備等の新

設等の工事の事業を行う者の申請により行う。 

２ 略 

 （指定の基準） 

第８条の２ 市長は、前条の規定により申請をした

者が次の各号のいずれにも適合していると認める

ときは、第７条第１項本文の指定を行う。 

 ⑴～⑷ 略 

２ 略 

第８条の３～第８条の７ 略 

 （指定証） 

第８条の８ 市長は、第７条第１項本文の指定をし

た者に対し、規則で定める指定証（以下「指定

証」という。）を交付する。 

２ 略 

第８条の９・第８条の10 略 

 （指定の取消し又は停止） 

第８条の11 市長は、指定業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第７条第１項本文の指定を

取り消し、又は６月を超えない範囲内においてそ

の指定の効力を停止することができる。 

 ⑴～⑸ 略 
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 ⑹ 不正の手段により第７条第１項の指定を受

けたとき。 

 ⑺ 略 

２・３ 略 

第９条～第27条 略 

 ⑹ 不正の手段により第７条第１項本文の指定

を受けたとき。 

 ⑺ 略 

２．３ 略 

第９条～第27条 略 

 


